
敷地形状の面の考え方事例集 

 

隅角、鋭角であっても 

面の折り返し点とする 

 

隅切り程度（面の長さの３割未満）の 

折り返しは面の一部と捉える 

 

建物の面と区画の仕方が 

類似している場合は、 

同一面とする 

 

面は 

曲線でもよい 
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建物の面と区画の仕方が 

類似している場合は、 

同一面としてよい 

→ 第３面があるケース 

 

面の長さの１割未満の 

折り返しは面の一部と捉える 

 

第３面の判断が 

難しいケース 
 

※ なお、第３面、第４面があっても、補助対象とでき

るが、補助金の上限額は第２面相当までとする。 
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